


 

 

 

 

 

「大洗町景観計画」策定にあたって 

 

 

大洗町は、茨城県太平洋沿岸のほぼ中央に位置し、那珂川や涸沼などの水に囲まれた美

しい自然環境を背景に、「人が輝き 海が育む ふれあいのまち大洗」を将来像としてま

ちづくりを進めています。 

本町には、神磯、大洗海岸、大洗港などの海に面した景勝地に加え、台地から見下ろす

海と街並みの眺め、涸沼の自然景観など、たくさんの魅力ある景観資源が存在しており、

このような本町全域に点在する素晴らしい景観資源を保全・活用し、大洗町らしい魅力あ

るまちづくりを進め、町全体の活性化につなげることが重要であると考えています。 

 

景観を生かしたまちづくりについては、平成 16 年にわが国初の景観に関する総合的な

法律として景観法が制定されました。景観法においては、景観を整備・保全するための基

本理念を明確にし、住民、事業者、行政の責務を明確化しており、地方公共団体は、良好

な景観形成の促進に関し、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施する

という責務を有しております。 

 

このような背景を受け、本町は、地域の特性に応じた街並みや風景を守り育てる施策を

主体的に展開していくため、平成 24年 3月に景観行政団体となりました。そして、町民、

事業者及び行政の協働により良好な景観形成を図り、この貴重な資源を保全・活用・創造

し、次代へ継承していくために、大洗町景観計画策定委員会を設置し、数次にわたる検討

を重ね、このたび「大洗町景観計画」を策定しました。 

 

本計画に基づき、町民、事業者及び行政の協働による景観まちづくりを進め、誰もが訪

れて良かった、住んで良かったと思える「おもてなし景観づくり」に取り組んでまいりま

すので、今後ともなお一層のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をお寄せいただきました町民の

皆様方をはじめ、熱心にご審議いただきました大洗町景観計画策定委員会委員を始めとす

る関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

平成 27年 12月 
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